
河
村

朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い
て

12 

朝
倉
氏
の
敦
賀
郡

支
配
に
つ
い
て

河

村

昭

は
じ
め
に

一
敦
賀
郡
の
支
配
機
構

山

郡

司

凶

郡

奉

行

間

下

代

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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二
朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
の
特
質
と
展
開

山
郡
司
の
職
掌

聞
朝
倉
宗
家
と
敦
賀
郡

は
じ
め
に

本
稿
は
、
戦
国
大
名
の
地
方
支
配
の
一
例
と
し

て
、
比
較
的
史
料
に
め
ぐ
ま
れ
た
越
前
敦
賀
郡
を

と
り
あ
げ
、
当
郡
に
お
け
る
朝
倉
氏
の
支
配
の
特

質
を
、
支
配
機
構
の
具
体
的
検
証
、
郡
司
の
職
掌

な
ど
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。朝

倉
氏
の
敦
賀
郡
支
記
に
関
す
る
先
学
の
業
績

と
し
①
て
は
、
松
原
信
之
氏
「
朝
倉
領
国
支
配
の
一

考
察
」
、
水
藤
真
氏
「
敦
賀
朝
倉
景
豊
の
乱
と
教

景
(
宗
滴
)
に
つ
い
ず
却
が
あ
げ
ら
れ
る
。
松
原

氏
は
朝
倉
氏
の
領
国
支
配
を
「
朝
倉
家
臣
団
」

「
朝
倉
氏
の
奉
行
制
度
」
「
諏
訪
家
文
書
」
の
諸

点
に
わ
た
っ
て
論
述
さ
れ
て
い
る
が
、
氏
自
身
も

断
わ
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
の
視

角
の
一
貫
性
を
欠
き
、
論
証
も
や
や
不
十
分
な
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
朝
倉
氏
の
領
国
支
配
を

正
面
か
ら
と
り
あ
げ
た
研
究
が
皆
無
に
等
し
い
状

態
に
あ
っ
て
、
特
に
奉
行
制
度
な
ど
の
制
度
史
的

考
察
を
加
え
た
研
究
と
し
て
は
画
期
的
な
も
の
で

河
村
朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い
て

あ
ろ
う
。
氏
は
乙
の
中
で
敦
賀
郡
支
配
に
も
言
及

さ
れ
、
「
越
前
の
中
で
敦
賀
郡
だ
け
は
、
朝
倉
宗

家
及
び
朝
倉
奉
行
の
直
接
支
配
の
あ
ま
り
及
ば
な

い
治
外
法
権
的
な
領
域
で
あ
っ
た
」
点
を
指
摘
さ

れ
、
敦
賀
奉
行
人
の
考
証
も
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
敦
賀
郡
支
配
の
特
殊
性
を
、
い
わ
ば
静
態
的

に
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
り
、
歴
史
的
・
動
的
考
察

が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
敦
賀
郡
奉
行
の
考
証
も
や

や
不
十
分
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
の
水
藤
氏

は
、
朝
倉
教
景
が
敦
賀
郡
司
に
な
っ
た
事
情
に
つ

い
て
、
教
景
が
彼
に
も
そ
の
資
格
の
あ
っ
た
宗
家

家
督
相
続
権
を
放
棄
し
た
見
返
り
と
し
て
郡
司
の

地
位
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
敦
賀
郡
支
配
の

「
特
異
性
」
も
か
か
る
事
情
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
と
い
う
、
傾
聴
す
べ
き
見
解
を
示
さ
れ
た
。

以
上
両
氏
の
研
究
は
、
朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
の

「
特
異
性
」
・
「
治
外
法
権
的
」
特
質
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
が
、
ま
だ
概
略
的
説
明
に
と
ど
ま
っ

て
お
り
、
戦
国
大
名
朝
倉
氏
の
領
国
支
配
の
展
開

の
中
に
そ
の
「
特
異
性
」
を
正
し
く
位
置
づ
け
る

た
め
に
も
、
よ
り
精
綾
な
考
察
が
必
要
と
思
わ
れ

る
。
小
稿
が
、
乙
の
点
で
い
さ
さ
か
で
も
先
学
に

付
加
し
得
る
と
乙
ろ
が
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註
①
 

②
 

「
福
井
県
地
域
史
研
究
」
三
。

「
若
越
郷
土
研
究
」
一
八
|
六
。

一
敦
賀
郡
の
支
配
機
構

ω
郡
司

系
図
や
戦
記
物
な
ど
後
世
の
編
纂
に
か
か
る
も

の
を
除
け
ば
、
「
郡
司
」
の
史
料
上
の
初
見
は
永

①
 

正
五
年
(
朝
倉
教
景
)
で
あ
る
が
、
「
朝
倉
始
末

②

3
 

記
」
や
「
日
下
部
系
図
」
(
浅
羽
本
)
は
そ
れ
以

@
 

前
の
朝
倉
景
冬
も
敦
賀
郡
司
と
し
て
い
る
。
こ
の

景
冬
は
、
現
実
に
第

1
表
に
示
し
た
よ
う
な
活
動

を
し
て
い
る
と
乙
ろ
か
ら
推
し
て
、
「
郡
司
」
の

名
称
が
用
い
ら
れ
た
か
否
か
は
別
に
し
て
、
遅
く

と
も
文
明
四
年
|
|
お
そ
ら
く
文
明
三
年
朝
倉
孝

⑤
 

景
が
守
護
公
権
を
事
実
上
獲
得
し
て
程
な
く
ー
ー

に
は
敦
賀
郡
司
と
し
て
の
地
位
に
つ
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
敦
賀
郡
司
の
前
身
は
、
か
つ

て
斯
波
氏
時
代
に
み
ら
れ
た
「
郡
代
」
に
求
め
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
福
寺
領
是
時
名
作
職
に
関

@
 

す
る
某
書
状
案
(
後
欠
)
に
、

濃
州
よ
り
奉
書
を
成
さ
れ
、
作
職
を
改
替
す
へ

き
よ
し
、
郡
代
下
知
ニ
よ
り
:
:
:
(
傍
点
河
村
、

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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河
村
朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い
て

拙

一

蜘

盤

跡

醐

府

禅

器

対

嚇

c1 ... CI.> 1>:> 1-品 き可

〉直+面 i言同書 h、 h、 活〉件 4社

ド・4

討I ~ ~ ~ !"" 泊

ED 』E、・D4 ドC・コ， ~ド44 hh・44 

-・・
Hb・24 0bO3 ト0a0b0O3 』04、 国

4子 言寄

s'v 演
会 I I需|

fう U長
吾 目干 〉

門 ij
「 富世話滞 。
ESEt-2喝E 

壁罰τ 旦型蕗市 車青8ドFゆ S 議蝿

:2r 

j尚 山耳 1遺3 ロ
( 亡内士十 己E

9uも i 」「)z〕 i 路誠R 

、__， "'" ヰ奇

二量一喜存村

、、J

三隣 謝姉国[ 嫁妹決 甜4闘i+i 4診d 
)陸

N 包。D。 Hb。。3 議、CAaS 凶~、心D 器Eむ、。o 潜

限

h
p惜
倍
向

υ
酒
δ
蹄
片
品
川
一
割
前
山
宮
仲
畑
並
桝
綿
『
割
引
剛
山
叩
U
パ
瑚
』
"
ん
叩
δ
4缶
百
件
『
鍵
脳
説
叶
U
バ
嚇
』
S
U
N
嚇
潮
市
叩

門
含
F
H
・
袖
明
品
一
州
市
一
野
〈
史

l
司

δ
斗
ム
ペ
日
)
酬
刈
汽
d
τ
パ品
U
E
σ
e
d恥
印
仰
い

0

以
下
同
じ
)

と
あ
り
、
ま
た
、
乙
の
是
時
名
を
め
ぐ
る
西
福

寺
と
楽
音
寺
の
相
論
に
つ
い
て
の
守
護
斯
波
義
健

の
裁
定
を
甲
斐
八
郎
四
郎
な
る
者
に
伝
え
た
守
護

⑦
 

代
甲
斐
常
治
(
日
「
濃
州
」
)
の
奉
書
が
存
在
す

る
と
と
か
ら
、
新
設
氏
時
代
の
敦
賀
郡
に
は
甲
斐

氏
の
一
族
が
「
郡
代
」
と
し
て
配
さ
れ
、
守
護
代

の
下
達
を
'
つ
け
て
現
地
で
こ
れ
を
執
行
し
て
い
た

乙
と
が
知
ら
れ
る
。
景
冬
が
継
承
し
た
の
は
こ
の

郡
代
の
地
位
、
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第

2
表
は

歴
代
敦
賀
郡
司
と
そ
の
在
職
期
聞
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
朝
倉
氏
一
族
で
、
教
景
以
後

は
世
襲
さ
れ
て
い
る
(
系
図
参
照
)
。
な
お
、
越

前
に
お
け
る
郡
司
と
し
て
は
、
設
一
噌
一
郡
の
他
に
大

野
郡
に
も
置
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

朝
倉
氏
略
系
図出;口

ミZ下占長

!国:i
i固ま

∞

郡

奉

行

朝
倉
氏
の
奉
行
組
織
に
、
管
掌
地
域
を
異
に
す

る
少
な
く
と
も
三
つ
の
系
統
が
存
在
す
る
こ
と
は

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
旬
。
す
な
わ
ち
、
一
乗
谷

(
宗
家
)
・
府
中
、
そ
し
て
敦
賀
郡
で
あ
り
、
う

ち
前
二
者
は
遅
く
と
も
延
徳
二
年
頃
ま
で
に
整
備

@
 

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
敦
賀
郡
に
お
け
る
奉
行

連
署
状
の
初
見
は
永
正
三
年
で
あ
る
が
、
教
景
の

命
)

郡
司
就
任
(
文
亀
三
年
)
後
程
な
い
時
期
に
敦
賀

郡
奉
行
組
織
が
整
備
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ

う
。
第

3
表
は
敦
賀
郡
奉
行
を
考
証
し
て
示
し
た

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



名 前 在職上下限年月日 典 拠

文明 4↑ . 11. 16 平 松 続22
景 冬

文亀 3. 4 朝倉始末記
① 

景 l文亀
3. 9. 18 西 福 寺 . 145 

教
享禄 3. 7. 24 永厳寺 続52

享禄 5. 6. 28 中 山 354 
景 紀

永禄 5. 8. 21 朝倉始末記
② 

永禄 9. 12. 22 善 妙 寺 27 
景 恒

元亀元. 4. 26 朝倉始末記
③ 

敦賀郡司第2表

15 

も
の
で
あ
る
。

次
に
、
郡
奉
行
の
性
格
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て

み
た
い
。
そ
の
際
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
第

3

表
に
み
え
る
各
氏
の
出
自
を
検
討
し
て
み
る
。
第

4
表
は
第

3
表
に
み
え
る
十
氏
の
う
ち
の
四
氏
に

つ
い
て
、
管
見
史
料
(
文
書
の
み
)
上
確
認
で
き

る
も
の
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
朝
倉
氏

の
有
力
家
臣
と
し
て
宗
家
の
奉
行
と
し
て
も
頻
出

河
村
朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い
て

朝倉景豊の乱(水藤氏前掲論文〉

法名伊冊となる前の最後の実名景紀(W蓮如一向

一挨JP355) 

① 

② 

註

乙の日，金ケ崎関城により面白を失い遁世(同P

375)。乙の後，郡司としての活動をする者，管

見の限り見当らずω

③ 

す
る
前
波
氏
は
、
枚
挙
の
い
と
ま
が
な
い
の
で
割

愛
し
て
あ
る
。
さ
て
第

4
表
に
よ
れ
ば
、
敦
賀
郡

奉
行
の
一
族
の
活
動
が
敦
賀
郡
以
外
の
地
域
に
お

い
て
も
広
く
認
め
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
の
地
位
は

低
い
も
の
で
な
い
ζ

と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら

の
点
か
ら
、
敦
賀
郡
奉
行
の
多
く
は
、
前
波
氏
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
敦
賀
郡
以
外
の
地
域
に
本

拠
地
を
も
っ
朝
倉
氏
有
力
家
臣
の
一
族
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
彼
ら
が
敦
賀
郡
奉
行
と
し
て
組
織

さ
れ
た
の
は
い
か
な
る
事
情
に
基
づ
く
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
参
考
に
な
る
の
は

⑫
 

「
朝
倉
始
末
記
」
の
次
の
一
節
で
あ
る
。

(
教
景
|
河
村
)

宗
滴
手
勢
・
他
家
ノ
衆
引
具
シ
テ
ゾ
打
立
レ
ケ

リ
。
其
人
々
ニ
ハ
、
前
波
藤
右
衛
門
尉
・
斎
藤

民
部
丞
・
コ
一
段
崎
衆
・
小
林
、
内
衆
ニ
ハ
上
回

門
主
ロ
蓮

l
河
村
)

-
中
村
・
吉
川
・
前
波
七
郎
右
衛
門
尉
、
足
軽

L

¥

 

ニ
ノ

こ
れ
は
永
正
三
年
、
加
賀
一
向
一
授
が
越
前
一

授
と
呼
応
し
て
坂
井
平
野
を
侵
攻
し
て
来
た
際
、

朝
倉
氏
が
こ
れ
を
迎
え
撃
つ
く
だ
り
で
あ
る
が
、

上
回
・
中
村
・
前
波
吉
連
な
ど
の
郡
奉
行
が
教
景

の
「
内
衆
」
と
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
郡
司
教
景
の
も
と
に
郡
奉
行
と
し
て
編

成
さ
れ
た
の
は
、
朝
倉
氏
有
力
家
臣
に
山
山
自
を
も

ち
な
が
ら
も
、
教
景
が
朝
倉
家
に
お
い
て
特
異
な

地
位
に
あ
っ
た
乙
と
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

彼
の
内
衆
と
い
う
、
私
的
主
従
関
係
に
包
摂
さ
れ

て
い
た
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

郡
奉
行
と
し
て
確
認
さ
れ
る
十
氏
の
う
ち
九
(
ま

た
は
七
)
氏
ま
で
が
教
景
の
代
に
す
で
に
登
場
し
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00000000 

宗久宗

註
①

 
奉
行
の
組
み
合
わ
せ
の
変
わ
る
時
点
の
も
の
の
み
を
示
し
た
。

@
 0

は
，
上
記
の
者
が
引
続
き
在
職
す
る
の
意
で
あ
る
。

岩
次

吉
基
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澄

。
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西
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妙

寺
3
3
 

西
福

寺
205 
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第
4
表

郡
奉

行
一

族
の

敦
賀

郡
以

外
に

お
け

る
活

動

氏
名

前
(

官
名

)
I
 年

月
日

備
考

|典
拠

藤
兵

衛
尉

享
禄

元
.

関
9.17

大
谷
寺
が
訴
訟
に
際
し
「
於
一
一
ー
方
請
乞
侯
一
紙
等
在
之
J

大
谷
寺

36 

源
次

良日
大

永
2. 

12.30 
足
羽
黒
龍
神
社
領
に
つ
い
て
「
今
度
一
一
方
就
被
望
申
侯
…
…
J

足
羽

神
社

東
大

中
利

久
・

禅
久

。
4. 

10. 
3

 
大
永

4
年
平
泉
寺
臨
時
祭
礼
の
奉
行
。
藤
島
上
郷
の
下
司

平
泉
寺

1
 

平
左

衛
門

尉
永
禄

2. 
12.2渇

宗文家訴奉訟行」連と
署
状
l乙

「
当
寺
(
平
泉
寺
)
教
住
坊
々
地
之
事
，
間
浄
坊
分
之
由
依
一
一
申
，
態
帯
証

あ
り
。

11 
6
 

?
 

9. 
6

 
真
木
某
と
共
lと

河
野
・
今
泉
両
浦
船
の
諸
役
免
除
を
慈
視
院
光
玖
よ
り
命
ぜ
ら
る
。

西
野

4
 

(
天
文
18).

正
.20

巻
数
に
つ
い
て
の
義
景
の
礼
状
に
「
委
細
一
一
可
申
候
」
と
あ
り
。

大
谷
寺

45 

永
禄

8. 
11.13 

大
谷
寺
申
状

l
ζ
i
{
J
j
-
為
申
…
・
・
・
」
と
あ
り
。

11 
50 

グ
13.

5.23 
蚕
種
上
分
銭
を
「
当
寺
(
大
谷
寺
〕
ヨ
リ
一
一
殿
江
御
沙
汰
侯
」

村
天
文

22.
6. 

府
中
奉
行
宛
宗
家
奉
行
連
署
状
iζ

「
一
一
被
差
遣
候
，
委
細
可
被
申
候
J

と
あ
り
。

西
野

東
大

永
禄

10.
7.23 

宗
家
奉
行
連
署
状
に
「
一
一
披
露
」
と
あ
り
。

洞
雲
寺

3
 

?
 

2.27 
義
景
書
状
lと

「
委
細
一
一
可
申
候
J

と
あ
り
。

称
三
名
寺
(
崎
折
立
)
東1
大

平
四

良E
?

 
9.18 

留
置
せ
る
能
登
よ
り
の
上
洛
僧
衆
を
龍
沢
寺
へ
移
す
べ
き
由
，
貞
景
よ
り
命
ぜ
ら
る
。

笠

平
次
郎
・
藤
三
郎

文
亀

3; 
12.15 

藤
三
郎
，
北
圧
本
所
方
内
国
成
半
名
を
競
望
す
る
も
，
貞
景
は
平
次
郎
の
知
行
を
認
む
。

〆ノ
東
大

平
兵

衛
尉

{
永
正

13.
12.11 

孝
景
よ
り
，
北
庄
夫
米
の
執
沙
汰
を
命
ぜ
ら
る
。

11 
λγ 

松
(
グ

15).
5.13 

11 
「
於
当
役
所
(
北
庄
関
所
ヵ
〉
書
状
等
撰
侯
之
儀
可
停
止
」
き
旨
命
ぜ
ら
.
:
s
。

11 
11 

平
左

衛
門

?
 

4.18 
千
福
衆
被
官
人
の
狼
籍
に
つ
い
て
，
孝
景
よ
り
処
置
を
命
ぜ
ら
る
。

/
/
 

/
/
 

広邑圭
~

民
協

丞
{I
~
永
田

0)
正

却
|

巻
掛

と
つ

い
て

の
輔

の
礼

状
口

調
ー

可
申

候
I

と
あ
り
。

大
谷

寺
30 

享
禄

4. 
12.27 

宗
家
奉
行
連
署
状
に
「
一
一
披
露
J
と

あ
り

。
/

/
40 

式
部

入
道

天
文

17.
11.16 I

 i<
織
田
寺
)
千
住
院
後
住
之
事
，

方
息
亀
松
殿
江
被
御
談
侯
」

剣
神
社

33 
国

弥
六

吉
l煩

/1 
19. 

9. 
南
条
郡
池
上
保
に
お
い
て
，
崇
禅
寺
よ
り
質
得
し
た
「
弐
名
井
抜
地
田
畠
山
林
等
J
を
三
輪
弥
七
へ
渡
す
。

三
輪

松
雲

公
E戸・・

反
~

-ílilÞ匂~\:l:{ G
訴
桝
需
主
制
面
h
!
í
'
ニ
ド
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河
村

18 

III ~~ >斗社 III

知 市 凄 語

感甲 哉 書

主君翠 さ存 ;]i ~ 
F園田」ー~ 戸・田《・・・、

>H判決側
、〉斗議議議

凶
・
理
由

-q
一

日・

M
M
・

-h一

同四・

H
H
-
M

∞一

M
0

・
H
0

・M
M

一一

N
0

・
H
M
-
H

∞二

M
M
-

由
・
一
司
門
官
級
品
州
通
知
州
制
命
悩
蜘
芳
一
門
「
l
l
-
-
:・
:
務
機
怖
滞
・
糊
賞
品
痔
m
古
溝
」
什
針
。
。

凶
・
間
-
ロ
一
議
田
掛
川
問
戴
芯
強
-n込
山
F
J
パ
ハ
時
相
関
V
，
引
を
刊
行
。
法
)
世
田
叫
判
併
向
日
。

由
時
持
品
〉
鼠
δ
「

l
l
a」
E
H
・
M
阿

δ
品凶器
S
時
間
め
ゆ
鵡
畏

σ汁
品
v
s
a
q
険
制
。

海
潜
S
酒
向
)
蹄
片
品
目
一
い
汁
帥
刷
物
・
塗
主
洋
存
『
前
準
獅
冶
除
謀
説
』
・
朝
出
州
場
お
一
日
U

六
期
制
官
制
畑
山
叩
泣
掛
羽
織
淑
お
『
川
相
h
M
4
u
N
酬
明
』
・
内
局
)
書
昇
『
齢
建
時
府
市
計
U
N
嚇

出附』

δ
L叩
営
、
今
合
同
)
U
N
嚇
硝
咽

「測

U
E
F
w前
M
刈

U庁
特
困
問
掌
識
蜘
桝
副
司
浴
剤
問
機
同
制
斗
円
。

、』
、ー・
-' 2主日中

⑧@  

朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い
て

決'
剤、

て
い
る
事
実
(
第

3
表
参
照
)
を
勘
案
す
れ
ば
、

郡
奉
行
の
多
く
が
教
景
個
人
の
被
官
及
び
そ
の
子

孫
で
あ
る
と
い
う
推
定
も
あ
な
が
ち
的
は
ず
れ
で

は
な
か
ろ
う
。

し
か
し
、
か
か
る
教
景
の
個
人
的
事
情
に
よ
っ

て
、
敦
賀
郡
に
お
け
る
奉
行
制
度
成
立
の
歴
史
的

意
義
が
そ
の
中
に
埋
没
す
る
も
の
で
は
な
い
。
郡

奉
行
の
多
く
が
朝
倉
氏
有
力
家
臣
の
一
族
で
あ
る

点
に
注
目
す
れ
ば
、
敦
賀
郡
奉
行
制
度
の
成
立
は

客
観
的
に
は
、
朝
倉
氏
が
そ
の
有
力
家
臣
を
行
政

⑬
 

吏
僚
及
び
軍
事
力
と
し
て
、
一
族
で
あ
る
郡
司
の

も
と
に
配
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
軍
事
的
・
経
済 決

裂
同
町
議
週
連
(
鉢
州
法
〉

S
襟
M
W

議
E
A
W洋
南
凪
汽
品
叫
F
J

」
川
「
嚇
お
※
」
命
令
々
潰
等
刊
汁

気

、

「

尚

北

汎

挙

」

一

代
1

円
。
・
瑚
刷
期
的
脚
臼
C
C
U
丹
市
出
世
鞠

ω向日。

塗国l 制 塗 〉 ト
益 、湖、道立さ
洋 E貫 41十洋4lt

ω
∞
 

問。ω
。

仏印

刷州
ur品。

「山出場
(
M
初
出
川
崎
)
l
I
S
A
-
-
i・」

「
常
州
ゆ
」
江
『
診
蝋
ゆ
府
消
滅
協
掛
叫
描
出
桝
』
叶
は
ハ
嚇
強

的
に
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
地

理
的
に
他
地
域
と
漏
絶
さ
れ
て
い
る
敦
賀
と
い
う

拠
点
に
、
そ
の
支
配
体
制
を
確
立
し
た
も
の
と
し

て
大
き
な
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

叩

下

代

永
正
十
六
年
に
、
次
に
示
す
よ
う
な
差
出
人
・

宛
人
が
と
も
に
複
数
と
い
う
文
書
が
初
め
て
登
場

す
る
。

永
正
十
六

十
一
月
七
日岩

次
三
郎
次
郎吉

基
(
花
押
)

中
村
七
郎
左
衛
門
尉宗

直
(
花
押
)

〔
蝉
脱
カ
1
河
村
」

西
福
寺
松
月
軒
領
之
事
、
被
押
置
候
、
御
詫
言

に
付
而
被
返
付
、
其
分
作
職
か
た
へ
可
申
付
侯

恐
々
謹
一
一
岳
、

大
西
五
郎
右
衛
門
尉
殿

⑬
 

小
武
三
郎
兵
衛
尉
殿

内
容
・
形
式
か
ら
み
て
、
右
の
文
書
は
明
ら
か

に
郡
奉
行
連
署
状
で
あ
る
が
、
問
題
と
な
る
の
は

宛
人
と
な
っ
て
い
る
大
西
・
小
武
両
氏
の
地
位
で

あ
る
。
乙
の
両
氏
に
つ
い
て
直
接
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
次
に
掲
げ
る
二
通
の
文
書

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



よ
り
類
推
が
可
能
で
あ
る
。

於
前
生
野
郷
内
西
福
寺
領
之
内
、
左
之
神
子
田

六
段
井
恒
回
三
段
之
事
、
訴
人
申
子
細
依
有
之

去
秋
被
押
置
候
、
(
中
略
〉
如
先
々
可
有
寺
納
之

由
被
仰
山
山
候
、
得
其
意
、
彼
作
職
中
へ
可
被

申
付
候
、
恐
々
謹
言
、

永
禄
拾
萱

十
月
十
八
日

勘
解
由
左
衛
門
尉紀

存

上

回

兵

部

丞
紀
勝

府小
甫木
~c主

主若
同衛
入門
道 尉

殿@殿

19 

略折、召於
西 家)紙、分御前
福 十空被、侯裏野

御寺月 二 申、、判御
役 廿T 上、委之寺
者 一 見 候 、 細 御2納
中品 目、J 条紀、録藤分
甲、存、明?之

猶・白車内
以紀、ニU

別勝、付訴
儀ョ、而人
有リ、・依
間下、無申
敷代、別雄
候迄、儀御
λ 、被押
後以、間候

紀
胤
(
花
押
)

河
村

朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い
て

す
な
わ
ち
、
後
者
の
文
書
の
傍
点
部
分
よ
り
、

前
者
の
文
書
の
宛
人
小
木
・
府
南
両
氏
が
「
下

代
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ

り
、
先
の
大
西
・
小
武
両
氏
も
文
書
上
の
位
置
関

係
か
ら
、
お
そ
ら
く
同
じ
地
位
に
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
小
木
・
府
南
両
氏
は
、
例
外
な
く
常
に

同
じ
組
み
合
わ
せ
で
文
書
に
登
場
す
る
が
、
乙
の

両
氏
及
び
「
下
代
」
の
語
の
み
え
る
文
書
を
整
理

し
た
の
が
第

5
表
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
下

代
は
命
令
下
達
系
統
上
で
は
郡
奉
行
の
下
に
位
置

し
、
陣
夫
や
「
寺
庵
役
」
(
次
節
参
照
)
な
ど
諸

役
の
徴
集
に
も
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
敦
賀
郡
に
お
け
る
行
政
機
構
の

末
端
に
連
な
る
下
代
は
、
諸
投
収
奪
の
直
接
責
任

者
と
し
て
も
立
ち
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
当
郡
の

郡
司
以
下
下
代
に
至
る
行
政
機
構
は
、
そ
の
ま
ま

収
奪
機
構
と
し
て
も
機
能
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ

る。
と
と
ろ
で
、
下
代
と
し
て
確
認
さ
れ
る
小
木
・

府
南
(
大
西
・
小
武
)
ら
の
諸
氏
が
い
か
な
る
階

層
に
属
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
小
木
氏
に

つ
い
て
の
み
多
少
明
ら
か
に
で
き
る
。
す
な
わ
ち

「
朝
倉
始
末
記
」
が
、
元
亀
元
年
敦
賀
に
お
け
る

信
長
ぷ
の
合
戦
で
討
死
し
た
者
の
名
前
を
列
挙
す

る
部
分
に
、

此
外
敦
賀
社
家
衆
ニ
ハ
、
執
当
・
石
蔵
・
嶋
・

宇
野
・
小
木
:
:
:

と
み
え
、
小
木
氏
は
気
比
神
宮
の
社
家
衆
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
同
氏
が
比
田

浦
の
地
頭
♂
あ
っ
た
と
と
も
他
の
史
料
よ
り
明
ら

か
に
で
き
る
。

こ
れ
は
単
な
る
憶
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
郡
奉
行

が
先
述
の
如
く
朝
倉
氏
の
有
力
家
臣
に
系
譜
を
引

く
者
が
多
い
の
に
対
し
て
、
下
代
は
敦
賀
郡
生
え

ぷ
き
の
武
士
を
も
っ
て
編
成
さ
わ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
小
木
氏
自
身
、
大
永
三

年
に
は
郡
奉
行
と
し
て
み
え
て
お
り
、
郡
奉
行
H

有
力
家
臣
、
下
代
日
在
地
勢
力
と
い
う
単
純
な
パ

タ
ー
ン
は
成
立
し
な
い
。

下
代
の
設
置
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
大
西

・
小
武
両
氏
を
下
代
と
認
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
な
ら
ば
永
正
十
六
年
以
前
と
い
う
と
と
に
な

り
、
郡
奉
行
の
初
見
と
あ
ま
り
隔
た
り
が
な
い
と

こ
ろ
か
ら
、
郡
奉
行
と
同
時
に
置
か
れ
た
と
す
る

推
定
も
一
応
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
寺
庵
役
徴
集

に
つ
い
て
み
る
と
、
永
禄
十
三
年
に
は
下
代
の
小
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河
村

朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い
て
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m 
決
何
回
出
雨
明
δ
u
r国
-
A
J
野
副
知
-nuybν
似品
U
δ
(
持
凶
器
測
叫
一
通
)
一
件
品
町
田
前
戸
、
汁
。

木
・
府
南
両
氏
が
請
取
状
を
発
給
し
て
い
る
(
第

5
表
必

7
)
の
に
対
し
て
、
永
正
七
年
に
は
郡
奉

行
上
回
・
前
披
両
氏
が
出
し
て
い
九
。
こ
の
事
実

か
ら
、
寺
庵
役
徴
集
責
任
が
郡
奉
行
か
ら
下
代
に

移
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
む
し
ろ
、

永
正
七
年
以
後
郡
奉
行
の
下
に
新
た
に
設
け
ら
れ

た
下
代
が
、
寺
庵
役
徴
集
責
任
を
郡
奉
行
か
ら
継

承
し
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
下
代
の
設
置
年
代
は
永
正
七
年
以
降
問

十
六
年
以
前
と
考
え
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
来
っ
た
と
乙
ろ
を
以
下
ま
と
め

て
お
く
。
朝
倉
孝
景
は
、
文
明
三
年
守
護
公
権
を

事
実
上
獲
得
し
て
領
国
支
配
に
の
り
出
す
の
で
あ

る
が
、
敦
賀
郡
に
は
、
以
前
斯
波
氏
時
代
当
郡
に

置
か
れ
て
い
た
郡
代
の
地
位
を
弟
景
冬
に
継
承
さ

せ
て
こ
と
に
配
置
し
、
越
前
の
軍
事
・
経
済
上
の

死
活
点
と
も
い
う
べ
き
拠
点
の
経
営
に
あ
た
ら
せ

た
。
乙
の
景
冬
の
地
位
は
の
ち
郡
司
と
称
さ
れ

た
。
文
亀
三
年
教
景
が
景
冬
の
跡
を
襲
っ
た
の
は

彼
に
も
あ
っ
た
宗
家
家
督
相
続
権
を
放
棄
し
た
代

償
だ
と
推
測
さ
れ
る
程
、
朝
倉
家
に
お
け
る
教
景

の
地
位
は
高
い
も
の
で
あ
り
、
朝
倉
氏
有
力
家
臣

の
一
族
を
す
で
に
内
衆
と
し
て
私
的
主
従
関
係
の

も
と
に
包
摂
し
て
い
た
。
被
は
郡
司
の
地
位
に
つ

く
と
、
そ
の
頃
す
で
に
一
乗
谷
や
府
中
に
奉
行
組

織
が
成
立
し
て
い
た
と
い
う
背
景
の
も
と
に
、
彼

に
従
っ
て
敦
賀
に
入
部
し
た
で
あ
ろ
う
内
衆
ら
を
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も
っ
て
郡
奉
行
制
度
を
創
出
し
た
。
乙
れ
は
、
教

景
の
個
人
的
特
殊
事
情
に
基
づ
い
て
、
後
述
す
る

よ
う
に
当
郡
の
独
立
性
が
高
め
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
は
あ
る
が
、
朝
倉
氏
一
族
が
そ
の
有
力
家
臣
を

率
い
て
越
前
の
最
重
要
拠
点
に
お
け
る
支
配
体
制

を
確
立
し
た
と
い
う
点
で
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

さ
ら
に
十
年
前
後
す
る
と
、
敦
賀
郡
の
在
地
勢
力

の
中
か
ら
下
代
を
編
成
し
て
郡
奉
行
の
下
に
連
な

ら
し
め
、
乙
乙
に
郡
司
|
郡
奉
行
下
代
と
い
う

当
郡
に
お
け
る
支
配
行
政
機
構
が
完
成
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
収
奪
体
制
の
完
成
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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【

註

】
①
史
料
纂
集
古
文
書
編
『
西
福
寺
文
書
』
一
五
四
号

(
以
下
西
福
寺
文
書
一
五
回
の
如
く
示
す
〉
、
永
正

五
年
十
月
十
八
日
中
村
房
信
判
物

②
本
稿
に
引
用
す
る
「
朝
倉
始
末
記
」
は
、
す
べ
て

『
蓮
如
一
向
}
渓
』
(
日
本
思
想
大
系
ザ
〉
所
収
の

・
も
の
で
あ
る
。

③
『
続
群
書
類
従
』
第
七
輯
上
所
収
。
な
お
、
浅
羽

本
は
「
朝
倉
始
末
記
」
に
よ
っ
て
補
訂
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
る
(
『
蓮
如
一
向
一
援
』
五
六
七
頁

補
注
)
の
で
、
景
冬
を
敦
賀
郡
司
と
す
る
の
は
、
実

河
村

朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い
て

質
的
に
は
「
朝
倉
始
末
記
」
の
み
と
い
う
こ
と
に
な

'
G
。

④
浅
羽
本
「
日
下
部
系
図
」
で
は
「
冬
景
」
と
な
っ

て
い
る
が
、
文
書
で
は
常
に
「
景
え
こ
で
あ
る
。

⑤
重
松
明
久
氏
は
、
通
説
と
さ
れ
て
い
た
朝
倉
害
景

の
文
明
三
年
の
守
護
職
補
任
を
否
定
さ
れ
た
(
「
朝

倉
孝
長
一
と
越
前
守
護
職
」
|
|
「
若
越
郷
土
研
究
」

一八

l
三
〉
。
私
は
氏
の
結
論
そ
の
も
の
に
は
さ
し

あ
た
っ
て
異
存
が
な
い
が
、
文
明
三
年
段
階
に
孝
景

の
政
治
的
地
位
に
何
ら
変
化
が
な
か
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
ず
、
東
軍
へ
の
寝
返
り
に
は
そ
れ
な
り
の
打
算

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
私
は
、
そ
れ
は
守
護
代
職

獲
得
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
孝
景
は
文
明
四

年
に
「
寺
社
本
所
領
半
済
」
を
幕
府
に
申
請
し
て
許

可
さ
れ
て
い
る
(
「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
文
明
四

年
八
月
廿
八
日
条
〉
が
、
同
年
十
一
月
気
比
社
領
大

谷
清
等
に
お
け
る
実
施
を
徴
す
る
と
と
が
で
き
(
第

1
表
必
1
)
、
孝
景
に
よ
る
守
護
公
権
の
、
少
な
く

と
も
事
実
上
の
行
使
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
乙
の
問
題
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

⑥
西
福
寺
文
書
一
一
七

⑦
同
文
書
一
一
六

③
詳
し
い
検
討
は
別
に
行
な
い
た
い
が
、
さ
し
あ
た

り
年
欠
六
月
七
日
朝
倉
景
鏡
書
状
(
『
岐
阜
県
史
』

史
料
編
古
代
・
中
世
一
所
収
桜
井
文
書
一
六
号
)
に

「
就
郡
職
之
儀
、
為
藤
義
直
何
回
二
十
疋
到
来
」
と
あ

る
ζ

と
を
指
摘
し
て
お
く
。

③
松
原
氏
前
掲
論
文

⑬
朝
倉
氏
宗
家
の
奉
行
の
初
見
は
、
管
見
の
限
り
、

「
北
野
社
家
日
記
」
ハ
史
料
纂
集
〉
延
徳
二
年
四
月

十
一
日
条
の
「
朝
倉
院
翻
耐
奉
行
一
耐
震
ー
事
井

小
泉
藤
右
衛
門
尉
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
府
中
奉

行
の
方
は
、
延
徳
二
年
八
月
七
日
行
忠
・
康
忠
連
署

状
(
宮
川
文
書
|
|
松
原
氏
の
御
教
示
に
よ
る
)
で

あ
る
。
な
お
、
私
は
朝
倉
氏
の
奉
行
組
織
は
と
の
他

に
少
な
く
と
も
大
野
郡
に
認
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い

る
が
、
奉
行
制
度
を
含
め
た
朝
倉
氏
の
領
国
支
配
機

構
に
つ
い
て
の
検
討
は
別
に
行
な
い
た
い
。

@
水
藤
氏
前
掲
論
文
。
な
お
、
教
景
の
判
物
の
初
見

は
文
亀
三
年
九
月
十
八
日
(
後
掲
第
る
表
r
A
4
〉
で

あ
る
。

⑫
『
蓮
如
一
向
一
挨
』
三
ニ
九
頁

@
「
朝
倉
始
末
記
」
に
よ
れ
ば
、
元
亀
一
元
年
敦
賀
に

お
け
る
信
長
と
の
合
戦
に
際
し
、
三
段
崎
・
上
回
・

中
村
・
富
田
・
土
山
・
小
河
・
前
波
な
ど
、
第
3
表

に
み
え
る
諸
氏
が
討
死
し
て
お
り
(
『
蓮
知
一
向
一

挨
』
三
七
五
頁
)
、
敦
賀
郡
奉
行
が
、
拠
点
に
お
け

る
軍
事
力
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
乙

と
を
知
る
。
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河
村

朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い
て
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⑬
西
福
寺
文
書
一
八
二
。

⑬
同
文
書
ニ
二
三
。

⑬
向
文
書
二
二
五
。

⑬
『
蓮
如
一
向
玉
吉
三
七
五
頁
。

⑬
永
正
九
年
、
比
国
浦
の
「
刀
祢
前
小
浜
」
に
つ
い

て
、
同
浦
万
祢
弥
七
と
小
木
三
郎
兵
衛
尉
と
の
聞
に

相
論
が
生
じ
た
。
こ
れ
を
裁
定
し
た
郡
司
教
景
は
刀

祢
の
同
浜
進
退
権
を
認
め
た
が
、
従
来
諸
商
人
が
地

頭
へ
納
め
て
い
た
「
ま
へ
銭
」
な
ど
を
、
万
祢
は
同

浜
よ
り
沙
汰
し
た
と
偽
っ
た
た
め
に
、
そ
の
分
を
小

木
方
へ
渡
す
よ
う
命
じ
て
い
る
(
中
山
文
書
、
永

正
十
二
年
三
月
十
日
教
景
判
物
|
|
『
敦
賀
郡
古
文

書
』
三
五
二
号
)
と
と
ろ
か
ら
、
小
木
三
郎
兵
衛
尉

は
比
田
浦
の
地
頭
と
考
え
ら
れ
る
。

⑬
永
厳
寺
文
書
、
永
正
七
年
十
一
月
廿
六
日
上
回
則

種
・
前
波
吉
連
連
署
拾
分
一
銭
請
取
状
(
『
敦
賀
郡

古
文
書
』
続
四
二
号
)
。

ニ
朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
の
特
質
と
展
開

問
郡
司
の
職
掌

朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
の
特
質
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
、
ま
ず
郡
内
最
高
の
権
力
者
郡
司
の
職
掌

に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
当
郡
に
現
存
す
る
多
数

の
郡
司
判
物
や
郡
奉
行
連
署
状
な
ど
に
よ
っ
て
郡

司
の
職
掌
を
整
理
す
れ
ば
、

a
所
領
・
買
得
地
の

安
堵

b
訴
訟
の
裁
定

c
諸
役
の
徴
収
(
集
)

の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
加
え
て
お
く
。

a

所
領
・
買
得
地
の
安
堵

朝
倉
氏
が
給
人
や
寺
社
の
所
領
を
安
堵
す
る
場

合
、
ま
ず
、
被
安
堵
者
が
提
出
す
る
所
領
目
録
の
奥

書
も
し
く
は
裏
封
を
も
っ
て
安
堵
す
る
の
が
一
般

的
な
形
式
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
買
得
地
に
つ
い
て

も
買
得
目
録
に
奥
書
や
裏
封
を
加
え
る
の
が
普
通

で
あ
っ
た
が
、
直
接
売
券
の
一
E

択
に
花
押
を
押
す
こ

①
 

と
も
あ
っ
た
。
敦
賀
郡
に
お
け
る
給
人
・
寺
社
の

所
領
・
買
得
地
安
堵
の
事
例
を
示
し
た
の
が
第

6

表
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
亀
三
年
の
貞
景

か
ら
元
亀
元
年
の
義
景
ま
で
、
朝
倉
宗
家
の
安
堵

権
行
使
は
み
ら
れ
ず
、
そ
の
間
郡
司
が
そ
れ
を
果

し
て
い
る
。

b

訴
訟
の
裁
定

敦
賀
郡
に
お
け
る
訴
訟
の
裁
定
は
、
重
要
な
も

の
や
、
郡
司
が
一
乗
谷
に
い
る
場
合
一
乗
谷
で
行

@
 

な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
原
則
的
に
は
郡
司
が

郡
内
で
処
理
し
た
。

C

諸
役
の
徴
収
(
集
)

一
般
に
戦
国
大
名
の
収
奪
種
目
は
年
貢
・
段
銭

-
棟
別
銭
・
夫
役
・
商
業
活
動
に
対
す
る
賦
課
な

ど
多
種
に
わ
た
る
が
、
敦
賀
郡
で
確
認
さ
れ
る
の

③
 

は
段
銭
・
(
陣
)
夫
役
の
他
に
「
川
舟
座
」
に
対

す
る
「
公
事
銭
」
・
「
寺
庵
役
」
・
「
郡
役
L

な

@
 

ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
段
銭
を
除
く
諸
役
は

郡
司
に
よ
っ
て
徴
収
(
集
)
さ
れ
た
。
ま
ず
郡
役

に
つ
い
て
は
、
天
文
七
年
四
月
四
日
手
浦
に
海
賊

が
上
陸
し
て
被
害
が
あ
っ
た
た
め
「
嘗
年
中
郡
役

可
有
御
免
」
と
の
処
置
が
と
ら
れ
て
い
ゐ
と
こ
ろ

か
ら
「
郡
役
」
の
存
在
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
当
郡
に
は

「
郡
帳
」
が
あ
っ
~
が
、
こ
れ
が
郡
役
賦
課
の
基

礎
台
帳
で
あ
っ
た
こ
と
も
亨
え
ら
れ
ら
寺
庵
役

と
い
う
の
は
、
朝
倉
氏
が
領
国
全
体
あ
る
い
は
郡

単
位
に
、
お
そ
ら
く
臨
時
に
賦
課
し
た
も
の
で
、
寺

庵
に
そ
の
最
終
的
寺
納
分
(
収
取
分
か
ら
本
役
な

ど
の
負
担
分
を
除
い
た
残
り
)
を
注
進
さ
せ
、
そ
の

畑
町
ず
の
一
と
い
う
形
で
徴
収
(
集
)
す
る
も
の
で
あ

る
。
敦
賀
郡
で
は
、
永
正
七
年
「
庄
々
橋
要
脚
」

と
し
て
「
郡
内
諸
寺
庵
拾
分
萱
」
役
丸
、
永
禄
十

三
年
「
寺
庵
五
分
萱
」
役
(
第

5
表
必

6
・
7
・

8
参
照
)
が
そ
れ
ぞ
れ
賦
課
さ
れ
て
い
る
の
が
確

認
で
き
る
。
こ
の
外
、
商
品
流
通
の
一
大
結
節
点
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e
唱
c-..o 

第
6
表

敦
賀

郡
に

お
け

る
所

領
・

買
得

地
安

堵

J鉱
年

月
日

堵
者

l
被

安
堵

者

1
 

文
明

10. 
10. 

28 
景

え
(

永
厳

寺
ヵ

)

2
 

延
徳

3. 
12. 

26 
1
/
 

?
 

3
 

文
亀

3. 
9. 

10 
貞

景
西

福
寺

4
 

1
/
 

3. 
9. 

18 
教

J主
乳主

1
/
 

5
 

永
正

4. 
3
 
5
 

1
/
 

金
前

寺

6
 

ぎ，
6. 

11. 
18 

1
/
 

栖
関

庵

7
 

1
/
 

7. 
11. 

21 
カ〕

西
福

寺

8
 

/
1
 

9. 
3. 

6
 

。
1
/
 

9
 

1
/
 

10. 
11. 

11 
1
/
 

清
祐

軒

10 
1
/
 

11. 
9. 

7
 

1
/
 

春
庚

11 
1
/
 

12. 
2. 

9
 

1
/
 

(
西

福
寺

ヵ
)

12 
1
/
 

12. 
5. 

11 
1
/
 

慶
芳

13 
1
/
 

12. 
9. 

4
 

1
/
 

永
阿

弥
陀

仏

14 
大

永
3.

正
.
27 

1
/
 

(
西

福
寺

ヵ
)

15 
享

禄
3. 

7. 
24 

1
/
 

(
永

厳
寺

ヵ
〉

16 
1
/
 

5. 
6. 

28 
J主
乳主

紀
比

田
浦

万
祢

17 
天
文

4. 
10. 

3
 

1
/
 

西
福

寺

18 
1
/
 

4. 
10. 

6
 

1
/
 

1
/
 

19 
永

禄
元

.
7. 

10 
1
/
 

善
妙

寺
20 

元
亀

元
.

6. 
13 

義
景

平
松

幸
熊

丸

21 
M
 

4. 
4. 

14 
1.ノ

西
福

寺

註
①

訴
訟
の
裁
定
に
伴
う
安
堵
は
省
略
し
た
。

②
安

堵
者

の
頃

の
ゴ

チ
ッ

ク
は

，
朝

倉
氏

惣
領

を
示

す
。

O
C
~
 

~露。~
~
Q
事
部
桝
~
+
þ
\
届
h
!
í
'
ニ
ト
J

安
堵

形
式

|典
拠

売
券

裏
書

永
厳

寺
続
37

判
物
(
1
反
の
買
得
地
〕

西
福

寺
138 

寺
領

目
録

紙
継

目
裏

花
押

・
判

物
グ
144

・
143

判
物

(
i任

去
十

日
一

行
之

旨
J
)
 

1
/
 

145 
寺
領
目
録
裏
書
・

fiJ
物

金
前

寺
10

・11
1
/
 

西
福

寺
157 

売
券

裏
花

押
1
/
 

159 
判

物
(
i新

寄
進

分
之

事
，

一
需

目
録

封
裏

吃
J
)
 

1
/
 

162 
グ
(

i当
軒

領
所

々
買

得
，

一
吊

目
録

封
裏

吃
J
)
 

1
/
 

168 
買

得
目

録
裏

書
1
/
 

169 
売

券
裏

花
押

1
/
 

172 
買

得
目

録
裏

書
・

判
物

グ
173

・174
判

物
(
i任

去
二

月
九

日
春

庚
売

券
旨
J
)
 

1
/
 

176 
グ
(
i永

阿
弥

寄
進

状
封

裏
吃
J
)
 

1
/
 

196 
買

得
目

録
裏

花
押

永
厳

寺
続
52

書官グ民(「
3奥所書々

9.10
天

沢
一

行
同

割
目

録
9.18

舗
道

中
山

354 
西

福
寺

208 
グ

買
得
井
寄
進
分
目
録
封
裏
詑
J
)
 

1
/
 

210 
寺

領
目

録
裏

書
善

妙
寺

20 
判

物
(
i為

新
恩

如
先

々
任

当
知

行
之

旨
J
)
 

平
松

続
24

寺
領

目
録

裏
書

西
福

寺
230 
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河
村

朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い
て

24 

で
あ
っ
た
敦
賀
だ
け
に
、
た
と
え
ば
、
文
亀
元
年

郡
司
景
冬
が
、
敦
賀
に
お
け
る
独
占
的
廻
船
業
者

仲
間
の
川
舟
座
に
対
し
て
、
「
し
ほ
あ
い
物
」
商

売
に
関
す
る
「
公
事
銭
」
を
定
め
て
い
る
(
第

1

表
必

5
)
よ
う
に
、
商
業
活
動
に
対
す
る
賦
課
も

少
な
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

叩
朝
倉
宗
家
と
敦
賀
郡

す
で
に
松
原
・
水
藤
両
氏
も
指
摘
さ
れ
て
お
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
敦
賀
郡
に
お
け
る
朝
倉

宗
家
関
係
の
文
書
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、

第

7
表
に
示
し
た
十
七
通
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で

あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
第

6
表
の
示
す
と
こ
ろ
と

表
裏
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
敦
賀
郡
に
お
け
る
郡

司
の
支
配
権
の
強
さ
を
う
か
が
わ
し
め
る
。
教
景

が
、
西
福
寺
門
前
の
諸
役
を
免
除
す
る
際
、
「
私

郡
内
成
敗
之
問
者
、
可
成
其
心
得
」
と
言
い
放
つ

⑬
 

て
い
る
の
は
何
よ
り
も
示
唆
的
で
あ
る
。
先
述
し

た
よ
う
に
土
地
の
安
堵
・
訴
訟
の
裁
定
な
ど
を
ほ

と
ん
ど
郡
内
で
処
理
し
、
し
か
も
、
郡
役
や
郡
内

寺
庵
役
の
如
き
郡
独
自
の
役
を
賦
課
し
得
る
敦
賀

郡
司
の
強
力
な
支
配
権
は
、
当
郡
の
軍
事
的
・
経

済
的
・
地
理
的
条
件
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
や
は

り
水
藤
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
教
景
の
朝
倉
宗

家
に
対
す
る
特
殊
な
立
場
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
敦
賀
郡
支
配
の
あ
り
方

も
、
そ
の
ま
ま
停
滞
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

第

7
表
を
み
る
と
元
亀
以
後
義
景
の
安
堵
状
や
禁

制
、
宗
家
奉
行
連
署
状
な
ど
が
登
場
し
て
く
る
。

か
か
る
傾
向
を
考
え
る
上
で
、
次
の
文
書
は
重
要

で
あ
る
。

就
陣
夫
之
儀
、
従
疋
壇
方
西
福
寺
門
前
へ
催
促

円
栂
野
三
郎
右
衛
門
尉
・
藤
田
八
郎
左
衛
門
尉
}

之
段
、
御
難
堪
候
、
の
栂
三
・
藤
八
両
人
へ
如

此
御
意
之
趣
被
為
書
付
候
、
以
御
分
別
御
届

侯
て
、
此
儀
者
堅
御
存
分
候
由
、
可
有
御
理
候
、

以
申
掠
理
不
謹
催
促
-
て
彼
寺
家
百
姓
過
分
之

失
墜
仕
侯
問
、
米
九
石
余
之
事
者
、
以
御
蔵
納

被
返
付
、
其
分
疋
壇
方
知
行
之
内
、
以
御
催
促

可
被
成
御
取
御
覚
悟
之
由
候
、
惣
別
御
屋
形
様

以
御
中
間
、
敦
賀
へ
御
催
促
候
事
者
、
只
今
始

か
と
思
召
候
、
但
近
年
か
様
之
儀
候
哉
、
無
先

例
様
御
覚
候
、
芳
可
得
其
意
、
両
人
へ
御
届
簡

用
之
由
御
意
候
、
恐
々
謹
言
、

九
月
十
八
日

受
天
庵

宗
瑛
(
花
押
)

反
崎
勘
解
出
左
衛野

門ハ面
御尉聖左
返殿5 京

報見?::.
⑪ J性迫

花
押

乙
の
文
書
は
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
疋
壇
某
が
西
福
寺
門
前
へ
陣
夫
を
催
促
し

た
の
に
対
し
て
西
福
寺
側
が
こ
れ
を
愁
訴
し
、
郡

司
も
、
疋
壊
が
徴
収
し
た
米
九
石
余
の
分
は
自
分

の
「
蔵
納
」
の
中
か
ら
返
し
て
そ
の
分
を
疋
壇
の

知
行
か
ら
召
し
上
げ
る
と
い
う
覚
悟
ま
で
示
し
て

疋
壇
の
所
為
に
強
く
反
発
し
た
、
そ
の
旨
を
、
朝

倉
宗
家
の
奏
者
と
思
わ
れ
る
栂
野
・
藤
田
両
E
刊に

し
か
る
べ
く
伝
え
て
く
れ
る
よ
う
に
と
、
敦
賀
郡

の
奏
者
あ
る
い
は
郡
奉
行
で
あ
ろ
う
宗
瑛
・
見
性

両

人

が

、

郡

司

の

霊

長

崎

紀

手

依

頼

し

た

⑬
 

も
の
、
と
思
わ
れ
る
。
乙
こ
で
注
目
す
べ
き
は
傍

点
の
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
よ
れ
ば
、
「
御
屋
形

様
」
の
「
御
中
間
」
を
介
し
て
敦
賀
へ
陣
夫
が
催

促
さ
れ
た
こ
と
は
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
大
永
五
年
の
丹
後
出
陣
に
際
し
て
、
疋

壇
景
保
が
西
福
寺
か
ら
の
伴
僧
の
派
遣
を
前
波
吉

長
に
依
頼
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
吉
長
は
こ
の
時

西
福
寺
側
の
意
見
も
聞
い
た
上
で
、
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第
7
表

敦
賀

郡
に

お
け

る
朝

倉
宗

家
関

係
文

書

~
 

年
月

日
|差

出
宛

人

1
 

?
 

6. 
27 

孝
景

河
端

民
部

丞

2
 

?
 

8. 
5

 
1
/
 

1
/
 

3
 

?
 

正
• 21 

1
/
 

。

4
 

延
徳

2. 
7. 

10 
貞

景
気

比
社

蜜
厳

院

5
 

文
亀

2. 
5. 

28 
1
/
 

河
舟

中

6
 

u
 

3. 
9. 

10 
1
/
 

(西
ネ直

寺
)

7
 

(
天

文
10).

6. 
3

 
孝

主去
R主

2lιへ3
 

法
橋

8
 

元
亀

元
.

6. 
13 

義
主三主五

平
松

幸
熊

丸

9
 

1
/
 

元
.

6. 
14 

宗
家

三
奉

行
寺

庵
給

人
中

百
姓

中

10 
1
/
 

2.11. 
21 

1
1
 

松
田

与
ムノ
¥

 

11 
1
/
 

2.12. 
25 

1
/
 

平
松

源
四

郎

12 
?
 

10. 
22 

義
景

平
松

幸
賞馬

13 
勺

12. 
28 

1
/
 

河
端

ら
社

家
衆

5
人

14 
元

亀
3. 

9. 
2

 
1
/
 

円
乗

院

15 
1
/
 

4. 
4. 

14 
1
/
 

西
福

寺

16 
M

 
4. 

4. 
1
/
 

1
/
 

17 
M

 
4. 

4. 
1
/
 

善
妙、

寺

内
打廿ヤ

|典
拠

某
時
有
「
不
慮
ニ
成
行
侯
J

(
謀
反
ヵ
〕
に
つ
き
善
処
を
約
す

東
河

端
続

8

感
状

1
/
 

グ
9

1
/
 

1
/
 

グ
10

諸
役

免
除

金
前

寺
9

 

商
業

活
動

の
安

堵
道

川
299 

寺
領

目
録

紙
継

目
裏

花
押

に
よ

る
寺

領
安

堵
西

福
寺

144 

気
比

社
遷

宮
に

つ
き

「
用

銅
J

の
件

の
照

会
石

塚
続

15

所
領

安
堵

平
松

1
/2
4

.4'o.
8
の

遵
行

1
/
 

グ
25

訴
訟

に
つ

き
出

頭
命

令
1
/
 

グ
26

J鉱
8
の

遵
行

1
/
 

"
玄
1

贈
物

の
礼

1
/
 

グ
28

巻
数

の
礼

東
河

端
Itl4 

主司宰ミ
制
j

円
乗
院

43 

寺
領

目
録

裏
書

に
よ

る
寺

領
安

堵
西

福
寺

230 

禁
告リ

1
/
 

231 

1
/
 

善
妙

寺
31 
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河
村

朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い
て

26 

既
去
永
正
拾
年
、
以
一
行
(
拠
僧
令
停
止
之
条
、

更
以
不
別
義
之
由
候
、
然
間
疋
壇
方
へ
ハ
、
自

他
寺
為
市
下
掛
岱
被
出
候
門
時
僧
之
内
、
査
人
可
遣

と
い
う
邦
司
教
景
の
裁
定
を
西
福
寺
側
へ
申
し

送
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
乙
の
段
階
で
は
「
守

護
役
」
と
し
て
徴
発
さ
れ
た
陣
僧
の
一
人
を
教
景

の
判
断
で
疋
壇
方
へ
ま
わ
す
、
つ
ま
り
、
郡
司
教
景

は
守
護
役
の
少
な
く
と
も
陣
僧
に
関
し
て
は
あ
る

程
度
の
裁
量
権
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
疋
壇

氏
も
そ
の
こ
と
を
前
提
に
、
陣
僧
の
催
徴
実
現
を

郡
司
に
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
永
禄

以
後
と
亨
子
り
れ
る
前
掲
文
書
併
段
階
に
は
、
同

じ
疋
壇
氏
が
陣
夫
(
た
だ
し
乙
の
場
合
米
納
)
催

促
に
際
し
て
、
「
御
中
間
」
と
い
う
、
課
役
未
進

に
際
し
て
派
遣
さ
れ
る
朝
倉
宗
家
の
催
徴
偽
を
さ

し
向
け
、
西
福
寺
・
郡
司
側
を
し
て
か
か
る
乙
と

は
「
只
今
始
か
」
と
言
わ
し
め
て
い
る
。
陣
僧
と

陣
夫
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
乙
の
両
段
階
の
相

違
は
や
は
り
見
逃
せ
な
い
。
こ
乙
で
は
次
の
点
を

指
摘
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
郡
内
の
手
が
郡

司
を
越
え
て
朝
倉
宗
家
と
直
接
関
係
を
強
め
よ
う

と
す
る
動
向
、
及
び
敦
賀
郡
に
対
す
る
朝
倉
宗
家

の
支
配
の
侵
透
、
と
れ
で
あ
る
。
疋
壇
氏
の
動
き

を
裏
返
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
敦
賀
郡
に
お
い

て
は
郡
司
を
頂
点
と
す
る
一
個
の
権
力
体
系
が
形

成
さ
れ
て
い
た
乙
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
権
力
の
集
中
を
志
向

す
る
戦
国
大
名
に
と
っ
て
当
然
校
給
と
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
か
く
し
て
、
か
つ
て
の
教
景
の
特
異

な
地
位
に
由
来
す
る
敦
賀
郡
司
の
強
力
な
支
配
権

も
、
特
に
信
長
と
の
対
決
が
決
定
的
と
な
っ
た
永

禄
末
年
以
後
、
宗
家
を
中
心
と
す
る
集
権
体
制
の

中
に
包
摂
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

点
で
、
元
亀
元
年
気
比
社
家
衆
の
一
人
平
松
氏
の

所
領
が
強
領
義
長
か
ら
「
為
新
恩
」
て
安
堵
さ
れ

た
り
(
第

6
表
必
加
)
、
同
四
年
郡
奉
行
三
段
崎

紀
美
・
上
回
坑
良
が
今
や
郡
司
で
な
く
義
景
の
、

善
妙
寺
や
西
福
寺
に
対
す
る
寺
領
安
堵
の
旨
を
奉

⑬
 

じ
て
い
る
の
は
い
か
に
も
象
徴
的
で
あ
る
。

【

註

】

①
拙
稿
「
戦
国
大
名
朝
倉
氏
の
領
国
支
配
と
名
体

制
」
(
「
史
学
研
究
」
一
二
三
)
参
照

②
前
節
註
⑬
で
ふ
れ
た
小
木
三
郎
兵
衛
尉
と
比
田
浦

万
祢
と
の
相
論
に
つ
い
て
、
郡
奉
行
の
前
波
・
上
田

両
氏
は

幸
八
月
可
有
御
上
津
候
問
、
主
(
時
可
有
御
礼
明
之

由
被
仰
出
候
(
中
略
)
、
但
八
月
無
御
上
津
侯

は
、
於
一
乗
可
有
御
礼
明
旨
候
、

と
述
べ
て
い
る
(
中
山
文
書
、
永
正
九
年
七
月
五
日

前
波
吉
連
・
上
回
則
種
連
署
状
|
|
『
敦
賀
郡
古
文

書
』
三
五
一
号
)
。
と
の
外
、
一
乗
谷
で
訴
訟
の
審

理
が
行
な
わ
れ
た
徴
証
と
し
て
は
、
西
福
寺
文
書
一

七
五
・
二
一
四
な
ど
が
あ
る
。

③
川
舟
座
に
つ
い
て
は
脇
田
晴
子
氏
「
敦
賀
湾
の
廻

運
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
海
海
運
史
の
研
究
』
所

収
)
参
照

④
越
前
に
お
け
る
段
銭
・
棟
別
銭
の
徴
集
は
府
中
奉

行
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
ら
し
い
。
河
口
庄
に
お
け
る

棟
別
銭
調
符
の
発
給
人
は
、
天
文
二
十
三
年
美
満
・

景
康
、
永
禄
五
年
景
康
・
長
忠
、
元
亀
三
年
紹
悦
・

景
忠
と
な
っ
て
お
り
(
『
越
前
若
狭
古
文
書
選
』
所

収
御
前
神
社
文
書
一
・
三
・
五
号
)
、
い
ず
れ
も
府

中
奉
行
の
青
木
・
印
牧
両
氏
と
恩
わ
れ
る
(
論
証
は

省
略
)
。
そ
し
て
、
永
禄
六
年
の
善
妙
寺
領
能
善
名

段
銭
催
促
状
(
善
妙
寺
文
書

l
i
『
敦
賀
郡
古
文
書

』一一一一

t
二
四
号
〉
を
発
給
し
て
い
る
の
は
景
忠
で

あ
り
、
河
口
庄
に
お
い
て
棟
別
銭
を
徴
集
し
て
い
る

(
印
牧
)
景
忠
と
花
押
が
一
致
す
る
(
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
に
よ
り
照
合
)
。
段
銭
・
棟

別
銭
の
徴
集
に
府
中
奉
行
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
は

お
そ
ら
く
、
そ
の
基
礎
台
帳
が
守
護
所
の
伝
統
を
も
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つ
府
中
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑤
秦
(
手
〉
文
書
、
天
文
七
年
七
月
廿
八
日
郡
奉
行

連
署
状
(
『
敦
賀
郡
古
文
書
』
三
七
七
号
)

⑥
西
福
寺
文
書
ニ
七
て
慶
長
三
年
七
月
十
八
日
木

村
宗
左
衛
門
尉
書
状
に
、

今
度
之
御
検
地
ニ
付
而
、
山
昌
寺
領
分
之
儀
、
従
前

々
郡
帳
に
被
相
除
御
収
納
之
筋
目
:
:
・

ル
エ
の
ヲ
。
。

⑦
大
内
氏
治
下
の
長
門
国
厚
狭
・
美
祢
両
郡
に
も
郡

候
が
あ
り
、
田
地
の
面
積
や
分
米
が
記
載
さ
れ
て
い

た
〈
松
岡
久
人
氏
「
大
内
氏
の
発
展
と
そ
の
領
国
支

配」

I
1
1
魚
澄
惣
五
郎
編
『
大
名
領
国
の
形
成
と
城

下
町
の
成
立
』
所
収
)

③
註
①
拙
稿
参
照

⑨
前
節
註
⑬
に
同
じ
。

⑬
西
福
寺
文
書
一
五
一
、
永
正
三
年
十
月
九
日
教
景

書
状
案

⑬
同
文
書
二
二
七
。
な
お
、
史
料
纂
集
『
西
福
寺
文

書
』
の
校
訂
者
は
「
御
屋
形
様
」
を
景
紀
、
「
敦
賀
」

を
疋
壇
景
保
と
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
な
誤
り
で
あ

る
。
敦
賀
郡
で
は
郡
司
を
「
公
方
様
」
と
し
て
「
御

屋
形
様
」
と
区
別
し
て
い
る
(
同
文
書
二
二
一
)

⑫
栂
野
(
吉
佑
)
は
、
弘
治
二
年
(
『
福
井
県
丹
生

郡
誌
』
所
収
剣
神
社
文
書
百
ロ
吠
号
)
を
初
見
に
宗
家

奉
行
連
署
状
に
お
い
て
「
長
利
・
栂
野
三
郎
右
衛
門

河
村

朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い
て

尉
披
露
」
と
い
う
形
で
頻
出
し
、
元
亀
一
ニ
、
四
年
に

は
「
各
(
宗
家
奉
行
)
弁
御
奏
者
三
輪
次
郎
右
衛
門

尉
・
栂
野
三
郎
右
衛
門
尉
披
露
」
(
同
文
書
六
三
・

六
五
・
六
六
号
)
と
み
え
る
。
ま
た
、
藤
田
(
士
口

遠
)
は
永
禄
六
年
十
月
十
二
日
、
石
黒
吉
富
・
斎
藤

景
将
と
と
も
に
義
景
の
命
を
南
条
郡
今
泉
浦
へ
報
じ

て
い
る
(
西
野
文
書
|
|
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架

蔵
影
写
本
)
が
、
永
禄
五
、
六
年
の
宗
家
奉
行
・
府

中
奉
行
の
い
ず
れ
に
も
藤
田
ら
の
名
前
は
見
出
せ
な

い
と
と
ろ
か
ら
、
栂
野
と
同
じ
く
奏
者
と
推
定
さ
れ

る。
⑬

第

3
表
に
郡
奉
行
と
し
て
示
し
て
い
る
が
、
乙
の

文
書
で
は
彼
単
独
で
任
務
を
帯
び
て
い
る
。
ち
な
み

に
、
大
永
三
年
十
月
十
九
日
に
は
前
波
吉
田
長
が
四
人

の
郡
奉
行
連
署
状
の
宛
人
と
さ
れ
(
西
福
寺
文
書
一

九
八
)
、
と
の
段
階
の
吉
長
は
郡
奉
行
と
は
区
別
さ

れ
る
地
位
(
連
署
状
の
内
容
か
ら
み
て
郡
奉
行
よ
り

上
)
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
段
崎
紀
存
も
、

乙
の
時
は
郡
奉
行
で
な
く
も
っ
と
上
の
地
位
に
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

⑬
な
お
、
宗
瑛
・
見
性
は
、
乙
れ
と
は
別
に
栂
野
・

藤
悶
両
人
に

御
披
露
被
頼
入
候
之
分
被
仰
侯
、
猶
委
細
紀
存
可

被
申
入
候
、

と
申
し
送
っ
て
い
る
〈
西
福
寺
文
書
二
二
六
)
。

⑮
西
福
寺
文
書
ニ

O
二

⑬
栂
野
・
藤
田
・
三
段
崎
ら
の
文
書
上
の
出
現
時
期

に
よ
る
推
定
(
註
⑫
及
び
第
3
表
参
照
)
で
、
も
と

よ
り
正
確
で
は
な
い
が
、
大
永
五
年
よ
り
後
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

⑫
天
文
六
年
六
月
廿
八
日
付
の
河
口
庄
十
郷
用
水
品
目

請
に
関
す
る
宗
家
奉
行
連
署
波
書
(
『
越
前
若
狭
古

文
書
選
』
所
収
大
連
三
郎
左
衛
門
文
書
一
号
)
に

「
寓
一
至
如
在
者
、
以
御
中
間
可
有
催
促
」
と
あ

ヲ句。

⑬
疋
壇
氏
の
本
貫
地
は
、
現
在
の
敦
賀
市
疋
固
に
も

と
め
ら
れ
よ
う
。

⑬
善
妙
寺
文
書
、
元
亀
四
年
五
月
八
日
郡
奉
行
連
署

状
(
『
敦
賀
郡
古
文
書
』
三
三
号
)
及
び
、
西
福
寺

ハ
元
亀
四
市

l
河
村
U

文
書
ニ

O
五
、
年
欠
六
月
九
日
郡
奉
行
速
署
状
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